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                港区教育委員会会議録         第２６２６号 

令和５年第１２回定例会 

 

日 時 令和５年１２月１１日（月） 午前１０時００分 開会 

場 所 港区役所７階 教育委員会室 

「出席者」             教   育   長        浦 田 幹 男 

                  教育長職務代理者        田 谷 克 裕 

                  委      員        山 内 慶 太 

                  委      員        寺 原 真希子 

                  委      員        中 村   博 

 

「説明のため出席した事務局職員」  教 育 推 進 部 長        長谷川 浩 義 

                  学 校 教 育 部 長        吉 野 達 雄 

                  教 育 長 室 長        佐 藤 博 史 

                  生涯学習スポーツ振興課長        竹 村 多賀子 

                  学 務 課 長        鈴 木   建 

                  教育指導担当課長        篠 﨑 玲 子 

 

「書 記」             教 育 総 務 係 長        本 城 典 子 

                  教 育 総 務 係        小 宮 綾 雅 

 

「議題等」 

日程第１ 審議事項 

 １ 議案第９２号 令和６年度港区立生涯学習センターの臨時休館について 

日程第２ 報告事項 

 １ ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソン２０２３の開催結果及び２０２４大会の開催予定日につ

いて 

 ２ 港区スポーツセンター武道場３の休止について 

 ３ 港区スポーツセンタープールの休止について 

 ４ 港区スポーツセンタートレーニングパークの休止について 

 ５ 就学援助における修学旅行支度金の事前支給等について 

 ６ 令和６年度港区立幼稚園園児募集結果について 

 ７ 令和５年度第２回港区教育委員会いじめ問題対策会議の報告について 

 ８ 卒業式のあいさつについて 
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「開会」 

○教育長 ただいまから、令和５年第１２回港区教育委員会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

 

「会議録署名委員」 

○教育長 日程に入ります。本日の署名委員は、寺原委員にお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

 

「本日の運営」 

○教育長 まず、本日の日程についてお諮りをいたします。報告事項の第２から第４までの３件に

ついては、内容に重複している部分がございますので、一括して説明を受けてから質疑応答を行い

たいと思いますが、ご異議はございませんでしょうか。 

（異議なし） 

○教育長 ご異議がないようですので、報告事項の第２から第４までにつきましては、港区教育委

員会会議規則第１４条第２項の規定に基づき、一括して説明を受けた後、質疑応答を行うこととい

たします。 

 

日程第１ 審議事項 

 １ 議案第９２号 令和６年度港区立生涯学習センターの臨時休館について 

○教育長 それでは日程の第１、審議事項に入ります。審議事項第１、議案第９２号「令和６年度

港区立生涯学習センターの臨時休館について」説明をお願いいたします。 

○生涯学習スポーツ振興課長 それでは本日付議案資料ナンバー１を用いましてご説明いたします。

１枚おめくりください。本件は港区立生涯学習センター条例第４条の規定に基づき、令和６年度の

港区立生涯学習センターの臨時休館についてお諮りするものです。 

 項番１及び２でございます。「臨時休館日」「理由」につきましては、記載のとおりでございます。

設備保守点検や定期清掃等のため、１０月、２月を除く毎月第３月曜日を臨時休館いたします。具

体的な日程は記載のとおりです。７月、９月は祝日と重なっておりますが、他の月の祝日の利用状

況も確認し、利用率が高い訳ではないということから、分かりやすさの観点で、毎月第３月曜日を

優先いたしました。固定の曜日で、臨時休館日といたします。 

 項番３「告示日」でございます。令和５年１２月２０日を予定しております。項番４「利用者へ

の周知方法」につきましては、広報みなと、区ホームページ、各施設への掲示のほかに、施設予約

システムや、区公式Ｘでも周知いたします。簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは採決に入ります。議案第９２号について、原案どおり可決することにご異議ございませ
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んか。 

（異議なし） 

○教育長 ご異議がないようですので、議案第９２号については原案どおり可決することに決定を

いたしました。 

 

日程第２ 報告事項 

 １ ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソン２０２３の開催結果及び２０２４大会の開催予定日につ

いて 

○教育長 次に日程の第２、報告事項に入ります。報告事項第１「ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラ

ソン２０２３の開催結果及び２０２４大会の開催予定日について」説明をお願いいたします。 

○生涯学習スポーツ振興課長 それでは、ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソン２０２３の開催結果

及び２０２４大会の開催予定日につきまして、本日付報告資料ナンバー１を用いましてご説明いた

します。本件は、港区マラソン実行委員会が主催するＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソンにつきま

して、２０２３大会の開催結果と２０２４大会の開催予定日について報告するものでございます。 

 項番１「２０２３大会の開催結果（速報値）」でございます。日時につきましては記載のとおりで

ございます。天候につきましては、前々日に少し風が強く、テントの設営などで一部の準備作業に

影響がございましたが、当日は快晴で、気温も朝８時３０分の段階で１１度と、ランナーやボラン

ティアなどのスタッフ、双方にとってよい大会日和でございました。 

 次に、参加者数でございます。「ア」のハーフマラソンの参加者につきましては、記載のとおりで

ございます。参加者数５，６４６名に対しまして、当日の出走者４，９８２名、完走者は４，６９

９名となっており、完走率は９４．３％でございました。この人数に加えまして、ゲストランナー

のエリック・ワイナイナさんと福島和可菜さん、２名が出走、完走しております。なお資料にはご

ざいませんが、ハーフマラソン制限時間２時間３０分の中での完走者の最高年齢につきましては、

男性が８４歳、記録は２時間１７分３０秒で、こちらの方は港区在住者でございます。女性につき

ましては７７歳で、２時間１２分５３秒でございました。 

 続きまして、「イ」のファンランについてです。参加者につきましては記載のとおりでございます

が、これ以外にゲストランナー３名、元・体操のお兄さんの小林よしひささん、それからパラリン

ピアンの髙田千明さん、デフリンピアンの髙田裕士さんにご参加いただきました。ファンランにつ

きましての最高年齢は、こちらはゴールの確認はできておりませんが、男性８７歳、女性９０歳で、

いずれも前回大会の最高年齢の方が１歳年を取られて、こちらの最高年齢となっております。 

 続きまして（４）表彰につきましては、全体を通しまして、資料のとおりでございます。陸連登

録者の部の男性１位の河野様につきましては、今大会で初優勝となっております。同じく陸連登録

者の部の女性の１位、兼重さんにつきましては４回連続の優勝となっておりますので、こちらのマ

ラソン大会での完全制覇を、現在のところ達成しております。 

 一般の部の男性１位の齋藤さんは、一般の部の大会記録での初優勝。同じく一般の部女性１位の
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森野さんも、大会記録での初優勝となっております。資料にはございませんが、一般の部では男女

年代別の表彰をしているほか、今大会から、男女別最高年齢完走者の表彰や、区内在住者のうちの

陸連登録者の部、一般の部でそれぞれ男女別の１位から３位の表彰をしております。 

 （６）救護対応につきましては、件数は前回大会と同数ですが、救急対応とＡＥＤ対応が１件ご

ざいました。 

 （７）大会当日の交通規制につきましては、今年は全ての区間で予定より早く規制を解除するこ

とができました。また、緊急車両の通行を優先する交差点を緊急交差点と呼んでおりますが、５か

所を設置しておりましたが、今大会では運用はございませんでした。 

 （８）大会当日の入電件数につきましては、記載のとおりです。前回大会より６件少なくなって

おります。 

 続きまして３ページ目です。（９）中学生ボランティアの活動についてです。今大会でも約１，０

００名のボランティアの皆さんに従事いただきました。このうち、区立の全ての中学校から、中学

生ボランティアとして５８名が参加し、総合案内での通訳業務やコース上での給水業務に従事いた

だきました。通訳業務につきましては８名で、英語、中国語、韓国語で従事いただいております。

給水につきましては５０名で、写真のとおり、活躍いただきました。 

 最後に項番２「２０２４大会の開催予定日」です。本大会は１１月の第３日曜日に開催すること

が決定しており、次回につきましては、令和６年１１月１７日、日曜日に開催いたします。少々長

くなりましたが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。 

○中村委員 救急搬送及びＡＥＤ使用が１件あったということですが、特に何か問題はなかったの

ですね。特に重大事案になるということはなかったのですよね。 

○生涯学習スポーツ振興課長 マニュアルでもきちんと対応を周知しておりましたし、事前の従事

者への説明会でも、緊急時の対応を確認しておりましたので、適切に対応することができておりま

す。 

○中村委員 倒れた方も特に、その後入院するとか、そういうのはなかったのですよね。 

○生涯学習スポーツ振興課長 入院はされておりますが、連絡は取り合えております。 

○中村委員 特に、命に別状があるようなものではないのですね。 

○生涯学習スポーツ振興課長 命には別状ないと、ご本人から報告を受けております。 

○教育長 よろしいでしょうか。 

○中村委員 はい。 

○教育長 ほかは、いかがでしょうか。 

○中村委員 中学生ボランティアが活躍したということですが、これは今回が初めてですか。 

○生涯学習スポーツ振興課長 昨年も活躍いただいております。 

○中村委員 これは、どうやって募集するのですか。 

○生涯学習スポーツ振興課長 中学校長会の方にご説明をいたしまして、参加を呼びかけていただ
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きました。 

○中村委員 例えば希望者が多くて選別するとか、そういうことをやっているのですか。 

○生涯学習スポーツ振興課長 選別はしておりません。ご本人に、どういうことで活動したいかと

申込みの段階で確認しており、コース上での従事か、総合案内で通訳として働きたいかということ

で、ご案内しております。 

○中村委員 ということは、希望者は全員参加できているということですね。 

○生涯学習スポーツ振興課長 そのとおりでございます。 

○中村委員 非常にいい機会なので、できるだけたくさんの中学生に参加していただいて、こうい

う活動は積極的に推進した方がよろしいと思うので、今後もその方向でやっていただければと思い

ます。 

○教育長 ありがとうございます。 

○生涯学習スポーツ振興課長 ありがとうございます。 

○教育長 ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ２ 港区スポーツセンター武道場３の休止について 

 ３ 港区スポーツセンタープールの休止について 

 ４ 港区スポーツセンタートレーニングパークの休止について 

○教育長 それでは次に、報告事項の第２「港区スポーツセンター武道場３の休止について」、同じ

く第３「港区スポーツセンタープールの休止について」、同じく第４「港区スポーツセンタートレー

ニングパークの休止について」、一括して説明をお願いいたします。 

○生涯学習スポーツ振興課長 それでは報告事項２から報告事項４につきまして、ご報告いたしま

す。まず報告事項２「港区スポーツセンター武道場３（弓道場）の休止について」でございます。

本日付資料ナンバー２を御覧ください。本件は、港区スポーツセンターの４階にあります武道場３

の安土の補修を行うため、武道場３を休止することについてご報告するものでございます。 

 項番１「休止理由」でございます。武道場３は弓道場とアーチェリー場を兼ねた場所となってお

ります。その中で、弓道の的を設置する盛り土の部分が安土と呼ばれており、設置後９年間改修し

ておらず、現在、的を設置する面の表面が固くなっており、適切に的を設置することが困難となっ

ていることから、弓道の練習に支障が出ております。このため、安土の補修を行なうために利用を

休止いたします。 

 項番２「臨時休止日」につきましては、令和６年２月４日から令和６年２月１２日までを予定し

ております。項番３「告示日」は、令和５年１２月１５日を予定しております。項番４「周知方法」

につきましては、広報みなと、区ホームページ、区の公式Ｘや施設への掲示等により、広く周知し

てまいります。なお、直接の利用団体となる港区弓道連盟、港区アーチェリー協会、また各競技の

定期練習会の参加者には、個別にご案内してまいります。報告事項２につきましては以上でござい

ます。 
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 続きまして報告事項３「港区スポーツセンタープールの休止について」でございます。本日付資

料ナンバー３を御覧ください。本件は港区プールの衛生管理に関する条例第５条第６号及び同施行

規則第１２条の規定に基づき、プールにおける公衆衛生及び安全確保に関する措置を講じるため、

港区スポーツセンタープールを休止することをご報告するものです。 

 項番１「休止理由」です。これらの措置を講じるため、プールの水を抜き、点検及び清掃を行い

ます。項番２「休止期間」につきましては、２回に分けて休止いたします。１回目は令和６年４月

８日から令和６年４月１２日まで、２回目は令和６年１０月７日から令和６年１０月１１日までを

予定しております。項番３「告示日」につきましては、明日の午後、令和５年１２月１２日を予定

しております。項番４「周知方法」につきましては、広報みなと、区ホームページ、区公式Ｘ、施

設への掲示等により、広く周知してまいります。簡単ではございますが、説明は以上となります。 

 続きまして、報告事項４「港区スポーツセンタートレーニングパークの休止について」でござい

ます。本日付報告資料ナンバー４を御覧ください。本件は港区スポーツセンターの３階にあります

トレーニングパークに設置しているトレーニングマシンの入れ替え等を行なうために、トレーニン

グパークを休止することについてご報告するものです。 

 項番１「休止理由」でございます。令和６年４月１日から新たな指定管理期間になることに併せ

て、指定管理者の方で現在設置しているトレーニングマシン８６台の内６２台を入れ替え、併せて

新たに６台を設置いたします。４月１日月曜日のスポーツセンター休館日を利用してマシンの搬出

入を行いますが、入れ替え台数が多いことから、トレーニングマシンの稼働テストにつきましては

翌日の４月２日火曜日に実施いたします。このため、令和６年４月２日の火曜日につきまして、ト

レーニングパークの利用を休止いたします。 

 項番２「利用休止日」につきましては、令和６年４月２日となります。項番３「告示日」につき

ましては、明日令和５年１２月１２日を予定しております。項番４「周知方法」につきましては、

広報みなと、区ホームページ、区公式Ｘ、施設への掲示等により、広く周知してまいります。説明

は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 それではまず、報告事項の２になります。武道場の休止について、ご質問等はございま

すでしょうか。よろしいですか。 

 続いて、プールの休止について、ご質問等はございますでしょうか。 

 続いて、トレーニングパークの休止についての質問等はございますでしょうか。 

○中村委員 今の２、３、４、報告事項ですよね。全て港区スポーツセンターの休止についての報

告なのですが、３については根拠条文、根拠が書いてあり、２と４は根拠条文が書いていないので

すけれども、これは法令上の根拠は特にないという理解でよろしいですか。 

○生涯学習スポーツ振興課長 プールにつきましては、衛生管理の面から規定の法令がございます

が、安土とトレーニングパークにつきましては、法令等はございません。 

○中村委員 では、運用上の措置ということですね。 

○生涯学習スポーツ振興課長 運用上、サービスを向上させるために行なうものでございます。 
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○中村委員 分かりました。 

○教育長 ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ただいまの報告事項は以

上とさせていただきます。 

 

 ５ 就学援助における修学旅行支度金の事前支給等について 

○教育長 次に、報告事項の第５「就学援助における修学旅行支度金の事前支給等について」説明

をお願いいたします。 

○学務課長 それでは「就学援助における修学旅行支度金の事前支給等について」です。報告資料

ナンバー５を御覧ください。令和６年度から実施を予定しております区立中学校海外修学旅行の実

施に伴いまして、就学援助における修学旅行支度金を中学２年次の３学期に事前支給するとともに、

支給額を増額いたします。 

 項番１「経緯」です。教育委員会では、経済的な理由で就学困難な児童・生徒を支援するため、

保護者に対して就学援助を支給しており、中学３年次に修学旅行に参加した生徒に対しては、宿泊

費等に対する修学旅行費、準備費用に対する修学旅行支度金をそれぞれ支給しております。この度、

区立中学校海外修学旅行実施に伴いまして、パスポート取得費や外貨交換手数料など、新たな負担

が生じること、また、これまで各学校が管理していた参加費等が公会計管理となることから、対応

について検討してまいりました。一方、区立中学校海外修学旅行については、区議会からも、常任

委員会等において様々なご意見を頂いており、特に経済的な理由で就学が困難な家庭の児童・生徒

が、修学旅行関係費の一時負担を理由に参加をあきらめることがないようにすること、またパスポ

ート取得費など、新たに生じる負担も軽減することについてご意見を頂いてきたところでございま

す。 

 項番２「支給時期等の見直し」についてとしまして、支給時期と支給額の見直しを行います。ま

ず（１）支給時期としまして、これまでの国内修学旅行とは異なり、往復航空券や宿泊先を確保す

るために早期にパスポートを取得する必要があるなど、保護者は中学２年次から準備に着手する必

要があります。そのため、支度金の支給時期を中学２年次といたします。また（２）支給額ですが、

新たな保護者負担や修学旅行先が海外になることに伴う準備経費を鑑みまして、要保護世帯は現行

の８，５００円を３万５００円に、準要保護世帯は現行の５，０００円から２万７，０００円に、

それぞれ増額いたします。内訳は、図表右の欄に記載のとおりとなってございます。 

 項番３「就学奨励費の取扱い」についてです。特別支援学級に通学する児童・生徒の保護者の負

担を軽減する就学奨励費においても、同様に支給時期を中学２年次とするとともに、支給額を増額

いたします。 

 項番４、予算所要額、概算見込み額としましては、記載のとおりとなってございます。項番５、

今後の予定としましては、就学援助システムの改修を進めまして、特別委員会報告や保護者説明会

を経まして、２月末からの事前支給を目指しております。雑駁ですが、ご報告は以上となります。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。 
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○田谷委員 該当する生徒は何人ぐらいいるのですか。 

○学務課長 中学３年で大体１７０名程です。 

○田谷委員 内訳をお願いします。要保護世帯と準保護世帯は？ 

○学務課長 およそでございますが、要保護は１５から２０名弱となっています。 

○教育長 準要保護が、１５０名。 

○学務課長 それを除きますので、そういうことになります。 

○田谷委員 修学旅行の日程については、もし決まっているのでしたら、いつ頃か教えていただけ

ますでしょうか。それと、どういう手順で、全員一緒に行くのか、セクションごとに区切るのか。 

○教育指導担当課長 ６月から９月にかけて行くような形になっています。こちらについては、学

校、校長とも調整をした上で、各学校がこの日に行くというのは、もう明らかに出てございます。 

○教育長 学校単位ということで、いいのですね。 

○教育指導担当課長 学校単位で行くような形になります。 

○田谷委員 学校単位ということですけれども、例えば２校一緒に行くとか、３校一緒に行くとか

ということはあるのですか。 

○教育指導担当課長 それは、ございません。 

○田谷委員 この支援をするのは、そういう世帯にとっては非常にいいことだと思いますので、ぜ

ひとも早めに手を打っていただいて、準備をしていただきたいなと思いますし、修学旅行の方も６

月から９月ということで、これより遅れてしまうと、多分、受験に引っかかってしまうと思います

ので、９月までには、天候の状況によると思うのですけれども、無事な修学旅行をお祈りしており

ます。 

○寺原委員 項番３の特別支援学級に通学する生徒への就学奨励費の支給額に、「就学援助の半額

となります」という記載があるのですが、「半額」である理由を教えていただければと思います。 

○学務課長 就学奨励費につきましては、国の方で定めている、特別支援学校等に通学する児童に

対する補助制度となっておりまして、特定財源が当たっているものとなっております。当区におい

ても、特別支援学級が対象となりますので、その基準に準拠しまして２分の１という設定になって

ございます。 

○寺原委員 項番２で増やす２万２，０００円の内訳は色々あると思うのですけれども、この金額

は、特別支援学級の子どもたちにも結果として支給されるということになるのか、ならないのかと

いうところを教えていただければと思います。 

○学務課長 結論としましては、半額の上限はありますが、支給はされるという形になります。と

いうのが、制度の趣旨というご発言がございましたけれども、基本的には所得認定によらずに、特

別支援学級に通うこと自体に対して支援をする制度ですので、経済的負担を緩和するものとは、制

度趣旨が違うところがございます。そのため、特別支援学級においても、例えば就学援助に該当す

るような経済困窮は、経済困窮の枠組みで支え、特別支援を支える仕組みとしては、２分の１負担

で補助をさせていただくことでございます。 
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○寺原委員 要保護世帯等に該当する子どもたちはそちらの仕組みで受給すべきものを受給し、要

保護世帯等に該当しないが特別支援学級に通っている子どもたちには項番２が支給されるというこ

とですね。分かりました。 

○教育長 ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○中村委員 事前給付ということは非常にいいということだと思うのですけれども、疑う訳ではな

いですけれども、支給した金額を、しっかりここに書いてあるパスポート費用とか、その他色々な、

ちゃんと計算が出ていて、この合計額が２万２，０００円だから２万２，０００円を増やすのだと。

で、事前に給付するのだということでしょうから、これ、ちゃんとこのことに使いましたよという

ことを後で提出させるとか、そういうことは考えていないのですか。 

 領収書とか、何かそういうようなものですよね。その辺もしっかりやっておかないと、という気

は。ちょっと厳しいかもしれませんけれども、色々周りの目はありますので。しっかり事前給付し

て、それを違う方法で使われたりするのは趣旨に反しますので、２万２，０００円という金額は小

さいですけれども、今聞いたら百何十名いらっしゃるということなので、予算とすればそれなりの

金額になるので、その辺のところまでやるのかやらないのか、その辺を教えてください。 

○学務課長 あくまで公平な支給というのが大前提でございます。ですので、今、ご懸念の点につ

きましても実務的に精査をしているところでございます。具体的に申し上げますと、例えば実際に

何らかの事情で行かなくなった、あるいは行けなくなった。場合によって対応は変わってまいりま

す。行けなくなった、あるいは行かなくなった、いずれの場合についても、例えばパスポート取得

費はもうすでに支出しているので返還を求めないであるとか、あるいは実際に行かなかったのであ

れば、ここでいう内訳の、現地活動費用は、実際に発生していないので、ここについては、一定の

場合には返還を求めるであるとか。あくまで、やむを得ない事情があるかどうかというところで判

断の線引きはいたしますけれども、その上で、どういう場合に返還を求める、求めない等の整理は

現在詰めているところでございます。いずれにしましても公平な支給ということで、準備を詰めて

まいりますので、よろしくお願いいたします。 

○中村委員 パスポートをもう持っている人もいるかもしれないし。場合によっては。その場合は

パスポート取得費用はかからない訳ですから、そういうことを考えると、各家庭にあわせた金額が、

本当は支給額としてはいいのでしょうけれども、そこまでするのはなかなか面倒くさいところでし

ょうから、一定の金額を決めるのはしようがないと思いますが、各家庭によっては今課長が言われ

たような、参加したかったのだけれどもできなかったとか。そういう事情があったときの精算の問

題もありますし、パスポートはもともと持っていた人には１万１，０００円はいらないはずですか

ら、そこら辺の対応とかね。細かなところ。半額がパスポート取得費用になる訳ですから、そこら

辺も細かくやっていただければいいなと思ったので質問いたしました。 

○教育長 ありがとうございます。ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ６ 令和６年度港区立幼稚園園児募集結果について 
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○教育長 それでは次に、報告事項の第６「令和６年度港区立幼稚園園児募集結果について」説明

をお願いいたします。 

○学務課長 それでは「令和６年度港区立幼稚園園児募集結果について」でございます。報告資料

ナンバー６を御覧ください。まず応募人数について、前年度との比較ですが、表の右、下から３行

目を御覧いただきますと、昨年度２２７名に対し今回２０２名と、若干減少しております。その下

の欄で、年齢別内訳もございますが、３歳児応募人数の減少が要因となっているところでございま

す。また表の下に「※２」と注釈がございますが、芝浦幼稚園、麻布幼稚園の３歳児で募集定員を

超える応募がありましたが、１０月にご報告させていただいた、令和６年度に定員削減を行った園

については、保護者へ不安を与えないよう、施設環境や周辺の幼稚園の空き状況等を踏まえた上で、

柔軟な受け入れを行なう、という経過措置を取っておりますが、こちらを適用しまして、応募者全

員を受け入れることとしております。甚だ簡単ではございますが、報告は以上でございます。よろ

しくお願いします。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 ７ 令和５年度第２回港区教育委員会いじめ問題対策会議の報告について 

○教育長 それでは次に、報告事項の第７「令和５年度第２回港区教育委員会いじめ問題対策会議

の報告について」説明をお願いいたします。 

○教育指導担当課長 それでは資料ナンバー７を用いまして、第２回のいじめ問題対策会議の報告

をさせていただきます。資料を御覧ください。１ページ目に「日時」１１月１０日に行わせていた

だきました。「場所」は教育センターです。「出席者」については項番３に書かせていただいてござ

います。「議事」ですが、前回も、内容についてはご報告させていただいているかと思いますが、そ

れをもとに協議をさせていただきました。 

 主な意見について、項番５のところで触れさせていただきますと、まず人権・男女担当の方から、

区としても、いじめを含めて、人権について色々啓発していますというところや、子ども家庭支援

センターの所長からは、子ども家庭支援センターにかかってきたいじめの疑いがある案件について

も、教育委員会と連携して対応しましたといった件についてのお話を頂いたり、児童相談所にも、

そういったところで、学校で起きたことと、色々普通に起こることと、マクロな視点で見ていくこ

とが必要だというようなお話を頂きました。 

 警察の方からも、警察でも特性のある子どもたちの相談件数が増えていて、子どもたちが安心し

ていくためには、しっかりと力になれたらいいなというようなお話を頂いたり、大学教授の先生か

らは、保護者が主体となってやっていくような仕組みも必要ではないかというようなお話を頂きま

したり、お医者様からは、発達への偏りがある子どもがいっぱいいたとしても、しっかりと学校に

相談をして、色々な支援をしていく必要性が今後もあるのではないかということで、協議が深まっ

たというところがありました。以上でございます。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 ８ 卒業式のあいさつについて 

○教育長 それでは次に、報告事項の第８「卒業式のあいさつについて」説明をお願いいたします。 

○教育指導担当課長 それでは資料ナンバー８を用いまして、卒業式の挨拶の、「伝えたいこと」に

ついてご報告させていただきます。まず小学校は、子どもたちに、信じる力の大切さについて、し

っかりと伝えていきたいと。仲間を信じる、人々と良好な関係を築くことを通して、信じる力が大

事だよということを伝える。その中で、題材としてＷＢＣ日本代表、栗山監督の行動等を通して、

信じる力についても学んでいただきたいというメッセージを述べたいと思います。 

 中学校につきましては、「Ｃａｔｃｈ ｏｕｒ Ｄｒｅａｍ」という、夢をつかむというところで、

他者への対話を通してよりよい考えを生み出したり、挑戦し続けること、課題や困難を克服してい

くことの大切さということを伝えたいと。題材としては、バレーボールの男子日本代表選手のこと

を通して、これらのテーマについて、生徒たちに伝えていきたいと思ってございます。甚だ簡単で

すが、以上です。 

○教育長 ただいまの説明に対して、ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは、本日予定をしている案件及び報告事項は全て終了しましたが、委員または説明員の皆様か

ら、その他、何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。なければ、これをもちまして閉会といたします。次回は臨時会を１２月２

５日月曜日、午前を予定しております。オンラインでの開催の予定です。よろしくお願いいたしま

す。それでは皆さん、お疲れさまでした。 
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